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公の施設の管理に関する指定管理者制度の基本方針 

 

１ 趣旨・目的 

○ 「公の施設」の管理については、従来、必要に応じて一定要件を満たす地方公

共団体の出資した法人等（以下「公共的団体等」という。）に限定して、その管

理を委託（管理委託制度）することができるとされてきたが、平成１５年９月に

地方自治法の一部を改正する法律が施行され、民間事業者を含めた、地方自治体

が指定した者に管理を代行させることを可能とする「指定管理者制度」が導入さ

れた。 

○ 指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、

「公の施設」の管理に民間の能力やノウハウを活用し、住民サービスの向上と経

費の節減等を図り、より適正かつ効率的な施設運用を行うことを目的としている。 

 

２ 本市の公の施設の管理に当たっての考え方 

○ 本市では、経営戦略プランの中で「民間にできることは民間に」という考えの

もと、指定管理者制度を含め民間委託の推進に取り組んでおり、今後は企業、Ｎ

ＰＯ等の多様な民間活力を公的サービスの提供主体として、積極的な活用を図る

こととする。 

○ 「公の施設」の管理においては、個別法の規定で制限のあるものを除いて、既

に委託済みのものはもとより、従来委託していないものも含め、「指定管理者制

度」の導入について検討を進めていくこととする。 

 ○ 指定管理者制度の導入により施設の公共性が失われることのないよう、公民が

協働し、透明性や公平性を確保したうえで適切に管理・運営を行うこととする。 

 

３ 指定管理者制度への移行に当たっての考え方 

 ○ 本市が直接、管理運営している施設 

  ・ 施設の性格や設置の目的等を勘案し、指定管理者制度への移行を検討する。 

○ 新規に開設する施設 

  ・ 施設設置の計画段階において、施設管理を直接、管理運営するか、指定管理

者制度を導入するかを検討する。 
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４ 指定管理者の選定に当たっての考え方 

○ 指定管理者制度を導入する際は、施設の性格や機能等を踏まえたうえで、議会

の議決を経て指定管理者として指定する。 

(1) 公募の原則 

民間企業が既に事業展開している分野で、民間の能力やノウハウの活用によ

り、施設の効用が最大限に発揮され、利用の平等性・公平性の確保、市民サー

ビスの向上及び経費の節減等、適正かつ効率的な運用が期待できる施設につい

ては、当該施設の円滑な管理を行うことができる民間企業等を広く公募を行っ

た上で選定する。 

(2) 非公募となる施設 

    その施設の廃止が決まっている場合や当該地域の住民で組織された団体に管

理を行わせることが、合理的であると判断した場合は公募を行わずに、市長等

が候補者を選定できるものとする。 

 

５ 条例の規定に当たっての考え方 

○ 指定管理者制度を導入する場合は、次の事項について各施設の設置条例で規定

する。 

  なお、指定管理者の指定手続きに関する事項は、全施設共通の「綾瀬市公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」において規定する。 

  (1) 指定管理者に当該施設の管理を行わせる根拠規程 

  (2) 管理の基準（休館日、開館時間、使用の制限の要件、個人情報の保護措置、

情報公開等） 

  (3) 業務の範囲（施設の維持管理関する事項、利用承認・使用許可（取消しを

含む。）等） 

  (4) 利用料金の徴収（利用料金制度を採用する場合） 

○ 上記以外の事項についても、施設を所管する課等において、施設の設置目的や

利用実態等を踏まえたうえ必要に応じ、条例に定める。 

 ○ 各施設の設置条例で委任した事項の細目については、必要に応じ、規則で定め

る。 

 

６ 利用料金制 

○ 指定管理者による自主的な経営努力の実現、会計事務の負担軽減を図るため、

施設の特性を見極めたうえ利用料金制の導入を検討する。 
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７ 指定期間 

○ 指定管理者の指定期間については、管理状況の把握、参入機会の公平性の確保、

サービス提供の安定性の確保等の観点から施設ごとに検討し、適切な期間を設定

する。 

 

８ 施設所管部門による選定基準の設定等 

○ 効率的・効果的な運営を行うため、指定管理者の選定に当たっては、施設の特

性や現状について把握している施設所管部門によって資格確認を行う。 

 ○ 選定委員会での適切な審査に資するため、コスト意識に偏ることなく、施設の

安全・安定が確保された運営が行われるよう、施設の性格に適した選定基準を定

める。 

 

９ 選定委員会による審査及び評価 

○ 指定管理者の選定に当たっては、公の施設としての質が低下することなく継続

的にサービスが提供されるよう、適切に管理・運営を行うと認められる企業や団

体を選定する必要性があることから、「綾瀬市公の施設の指定管理者の指定の手

続等に関する条例施行規則」に基づき、選定委員会を設け総合的な観点から審査

を行うものとする。 

○ 市長等が公募を行わずに、候補者を選定する場合は、原則、選定委員会による

選定は行わない。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。 

○ 選定委員会による審査結果は、施設所管部門へ報告する。 

 ○ 選定委員会による審査結果の報告を受けた施設所管部門は、指定管理者の選定

について市長決裁を受け、議案の上程を行う。 

 

１０ 債務負担行為の設定 

○ 指定管理者に対し、指定管理料を支出する施設については、指定期間中の指定

管理料に相当する額の債務負担行為を設定する。 

 

１１ 指定管理者の指定 

 ○ 指定管理者の指定は、次の事項等について議会の議決を得て行う。 

  (1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  (2) 指定管理者となる団体の名称 

  (3) 指定期間 
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１２ 協定の締結 

 ○ 管理の基準や業務の範囲等、条例で定める事項のほか、施設内の物品の所有権

の帰属、事業報告書の提出期限等、管理業務の実施にあたっての細目的事項につ

いては、市と指定管理者の間の協定を締結するものとする。 

 

１３ 指定管理者制度導入後の対応 

 ○ 施設を所管する課等は、指定管理者制度導入後、適切にモニタリング及び管理

を行う。 

  (1) 指定管理者の施設の管理・運営状況の把握及び必要な指示・指導の徹底 

  (2) 施設利用者の意見の継続的な聴取及びその反映 

  (3) 制度導入後の検証を踏まえた次の指定管理者の要件、次の指定期間等の検討 

 

１４ 関連条例等の整備 

 ○ 指定管理者制度の導入に当たり、関連する条例、規則について必要に応じて整

備を行う。 

  (例) 綾瀬市情報公開条例、綾瀬市行政手続条例 

 

１５ 個人情報の保護及び情報公開の取扱い 

○ 個人情報の保護及び情報公開に必要な措置について、指定管理者との間で締結

する協定に明記する。 

 

（平成１６年８月１２日施行） 

（平成１８年１１月２０日一部改正） 

（平成１９年４月１日一部改正） 

（平成２５年１０月３０日一部改正） 

（令和２年３月２７日一部改正） 


